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小川地区衛生組合告示第４号 

 

小川地区衛生組合建設工事一般競争入札（事後審査型）公告 

 

小川地区衛生組合ごみ焼却場解体工事について、下記のとおり一般競争入札を執行する

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条

の６の規定に基づき公告する。なお、本公告に記載のない事項については、小川地区衛生

組合建設工事一般競争入札（事後審査型）要綱の規定によるものとする。 

 

令和８年２月１７日 

小川地区衛生組合管理者  島田 康弘    

 

記 

 

１ 入札対象工事 

 ⑴ 工 事 名  小川地区衛生組合ごみ焼却場解体工事 

 ⑵ 工事場所  比企郡小川町大字中爪 地内 

 ⑶ 工事期間 

  契約確定の日から令和１０年３月３１日まで 

 ⑷ 工事概要  ごみ焼却場解体工事一式 

   ①解体撤去施設等概要 

    敷地面積：８３１６．４５㎡ 

    処理能力：６２ｔ／２４ｈ（３１ｔ／２４ｈ×２炉） 

    処理方法：ストーカ炉 

竣工年月：昭和５１年３月稼働（令和４年３月閉鎖） 

      （改造工事平成１４年３月） 

   ②建物概要 

    構  造：鉄骨造及び一部鉄筋コンクリート造 

    規  模：地下１階地上３階 

    建築面積： ８６９．５５㎡ 

    延床面積：１０８３．３４㎡ 

（公印省略） 
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   ③設備概要 

    受入供給設備：ピット＋クレーン方式（計量器及び搬入路は除く） 

    燃 焼 設 備：ストーカ式 

    ガス冷却設備：水噴射式 

    灰 出 設 備：コンベア＋バンカ式 

    排ガス処理設備：バグフィルタ＋触媒脱硝方式 

    通 風 設 備：平衝通風式 

     

２ 入札手続きの方法等 

本件入札は、資料の提出、届出及び入札を紙により行う。 

 

３ 入札の場所及び開札日時  

 ⑴ 入札場所 

     小川地区衛生組合 池ノ入環境センター ２階大会議室 

⑵ 開札日時 

令和８年３月１２日（木） 午前１０時００分 

 

４ 入札に参加する者に必要な資格等 

 ⑴ 形態 単体企業 

                    

 ⑵ 登録業種等 

ア 令和７・８年度小川地区衛生組合指名参加業者名簿もしくは小川町指名参加業者

名簿に対象工事に対応する業種（解体工事業）で登載されている者。 

イ 下請負代金の総額が５，０００万円（建築工事業である場合には８，０００万円）

以上となる場合には、特定建設業の許可を受けている者であること。 

 ⑶ 配置する技術者 

ア 主任技術者または監理技術者の資格を有する者をこの工事に適切に配置できるこ

と。ただし、請負代金額が４，５００万円以上となる場合はこの工事の全工期に専

任で配置できること。 

イ 入札申込日以前の３か月前から恒久的に雇用している者。（事後審査書類提出時に

健康保険証の写し等により確認） 
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ウ 配置予定技術者が特定できないときは、複数の候補者を一般競争入札参加資格等

確認資料に記載すること。 

エ 落札決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認さ

れた場合は、契約を結ばないことがある。 

  オ 本工事は「小川地区衛生組合建設工事における技術者の専任に係る取扱い」の対

象とする。 

 ⑷ 現場代理人 

本工事は下記のいずれかの場合に「現場代理人に関する常駐規定の緩和基準」の「兼

務を認める工事」の対象とする。 

  ア 当初請負契約額が４，５００万円未満の工事の場合 

  イ 当初請負契約額が４，５００万円以上の工事は「小川地区衛生組合建設工事にお

ける技術者の専任に係る取扱い」により主任技術者の兼務が認められる場合 

 ⑸ 実績等 

有効かつ最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の解体工事業の総合

評定値が、１，０００点以上の者。 

 ⑹ 次のいずれにも該当しない者であること。 

  ア 施行令第１６７条の４の規定に該当する。 

イ この案件の公告日から入札日までの期間に小川地区衛生組合指名停止等措置要綱

及び小川地区衛生組合の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく

指名停止措置を受けている者。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律１５４号）に基づく更正手続開始の申立てがされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律２２５号）に基づく再生手続開始の申立てが

なされている者。ただし、裁判所からの更正又は再生手続開始の決定を受けているも

のを除く。 

 ⑺ 社会保険等  

   公告日において健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の全てに適法に加入している

こと。ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者は、

この限りでない。 

 

５ 一般競争入札参加資格確認申請書の提出  

  入札参加を希望する者は、次に示す期間内に一般競争入札参加申請書（以下「参加申
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請書」という。）を提出する。参加申請書は、小川地区衛生組合のホームページよりダウ

ンロードすること。 

  ⑴ 提出先 

    小川地区衛生組合 事務局 業務推進担当 

  ⑵ 受付期間 

    令和８年２月１７日（火）から令和８年３月５日(木)まで 

    （土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

  ⑶ 受付時刻 

    ９時から１６時まで 

  ⑷ その他 

   ア 参加申請書を提出し、収受印の押された参加申請書の写しを交付する。入札時

に持参すること。 

   イ 明らかに入札参加資格がないと認められるときは、参加申請書を受理しない。 

 

６ 設計図書等 

設計図面、設計書、仕様書、及び特記仕様書（以下「設計図書等」という。）は、次の

とおり電子データ化した媒体（ＣＤ－Ｒ）で貸与する。 

⑴ 貸与場所  小川地区衛生組合 事務局 業務推進担当 

⑵ 貸与期間  令和８年２月１７日（火）から令和８年３月５日（木）まで 

        （土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

⑶ 受付時刻  ９時から１６時まで 

⑷ 返却方法  貸与日の翌日以降、速やかに返却すること。 

⑸ そ の 他  認印を持参すること。 

 

７ 設計図書等に関する質問 

設計図書等に関して質問がある場合は次のとおり、質問書を持参、ＦＡＸ又は電子メ

ールにより提出しなければならない。 

⑴ 提 出 先  小川地区衛生組合 事務局 業務推進担当 

        ＦＡＸ：０４９３－７３－０２１７ 

         電子メールアドレス：ogawa-ei@soleil.ocn.ne.jp 

         質問をＦＡＸ又は電子メールで提出した際は、到達確認の電話を必ず
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業務推進担当へ行うこと。 

⑵ 受付期間 

     令和８年２月１７日（火） 午前９時００分から 

      令和８年３月３日（火）  午後３時００分まで        

 ⑶ 受付時刻  ９時から１６時まで（３月３日(火)は午後３時まで）    

 ⑷ 質問に対する回答 

   質問に対する回答は、令和８年３月６日（金）に、すべての入札申請者にＦＡＸに

て通知する。 

 

８ 現場説明会 

  開催しない。  

 

９ 入札保証金 

小川町規則を準用する規則（令和７年規則第２号）第２条の規定により準用される小

川町契約規則第７条第１項第３号の規定により免除する。 

  

１０ 最低制限価格 

設定する。（最低制限価格未満の入札をした者は、この入札におけるそれ以降の入札

に参加できない。） 

 

１１ 入札に関する注意事項 

⑴ 入札参加資格者の確認 

ア 収受印のある参加申請書の写しを持参すること 

  イ 入札参加資格者の確認を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない

者は、入札に参加できない。 

ウ 入札に参加する者の数が１者であっても入札を執行する。 

⑵ 入札書に記載する金額 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相

当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の１１０分の１００に
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相当する金額を入札書に記載すること。 

 ⑶ 提出書類 

ア 入札金額見積内訳書（必要事項を記入したもの）を初度入札の入札書提出の際に

添付すること。 

イ 代理人をして入札する場合は、委任状を提出すること。 

 ⑷ 入札回数 

  ア 再度入札は２回までとする。 

  イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 ⑸ 入札の辞退 

入札参加申請書を提出後であっても、入札を辞退することができる。この場合、書

面により、その意思を表示しなければならない。 

 ⑹ 独占禁止法等関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年

法律第５４号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 ⑺ その他  

  ア この公告に示す開札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

  イ 一度提出した入札書を書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

ウ 落札候補者とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに当該入札

参加者にくじを引かせ、落札候補者を決定する。この場合、当該入札者は、くじを

辞退することはできない。 

 

１２ 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ⑴ 入札に参加する資格のない者がした入札 

 ⑵ 参加資格審査のために管理者が行う指示に落札候補者が従わないときにおける当該

落札候補者のした入札 

 ⑶ 入札者の押印のない入札書による入札 

 ⑷ 記載事項を訂正した場合（金額の訂正は無効）においては、その個所に押印のない

入札書による入札 

 ⑸ 押印された印影が明らかでない入札書による入札 

 ⑹ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による
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入札 

 ⑺ 代理人で委任状を提出しない者がした入札 

 ⑻ 他者の代理を兼ねた者がした入札 

 ⑼ ２通以上の入札書を提出した者がした入札又は２以上の者の代理をした者がした入

札 

 ⑽ 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札 

⑾ 明らかに連合（談合）によると認められる入札 

 ⑿ 虚偽の参加申請書を提出した者がした入札 

⒀ 入札書に記載された金額が入札金額見積内訳書の税抜合計額と異なる（１万円未満

の端数処理と認められる場合を除く。）入札 

  ⒁ 入札金額見積内訳書に不備のあった入札 

 ⒂  その他公告に示す事項に反した者がした入札 

 

１３ 入札参加資格の有無の確認 

開札後、落札候補者となった者は、参加資格確認に必要な資料を指示された日の翌

日から起算して、２日以内に提出し、入札参加資格の有無の確認を受けなければなら

ない。 

 

１４ 入札参加資格の確認通知 

 ⑴ 入札参加資格の確認結果は、電話及び通知書により連絡及び通知する。 

 ⑵ 入札参加資格がある旨の確認通知には、契約保証金の納付について示す。 

 ⑶ 入札参加資格がない旨の確認通知には、その理由を示す。 

 

１５ 契約の時期 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年４月

６日条例第３号）の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約に

ついては、建設工事請負仮契約書を取りかわし、組合議会の議決後に本契約を締結す

る。なお、議会で否決された場合、仮契約は無効となり契約は成立しない。また、こ

のことで仮契約の相手方に損害が生じても、小川地区衛生組合は一切の責任を負わな

い。 
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１６ 契約保証金 

⑴ 落札者は契約金額の１００分の１０以上（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り上げた金額）の契約保証金（入札保証金を納付したときは、その

差額）を納付しなければならない。 

⑵ 契約保証金の納付については、保証会社との間に小川地区衛生組合を被保険者とす

る履行保証保険契約を締結し、その保険証券を提出した者は、免除する。 

⑶ 契約保証金は、契約の履行後、契約者から請求書の提出を受けることにより、還付

する。ただし、請負者がその責に帰すべき理由により契約上の義務を履行しないとき

の契約保証金は、組合に帰属するものとする。 

 

１７ 支払条件 

⑴ 前金払 

する。（その額は契約金額の４０％以内とし、１万円未満の端数は切り捨てる。ただ

し、継続事業にあっては、その年割額の４０％以内とする。） 

⑵ 中間前金払 

   する。（その額は契約金額の２０％以内とし、１万円未満の端数は切り捨てる。 

ただし、継続事業にあっては、その年割額の２０％以内とする） 

⑶ 部分払 

   しない。 

    

１８ その他 

⑴ 落札者は、確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に適切に配置する

こと。ただし、請負代金額が４，５００万円以上となる場合はこの工事の全工期に専

任で配置すること。 

⑵ 入札参加者は、入札後、この公告、設計図書等、現場等についての不明を理由とし

て、異議を申し立てることはできない。 

⑶ 落札者は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２０条の２第２項の規定に基

づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めると

きは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象

の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 
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１９ 問い合わせ 

 小川地区衛生組合 事務局 業務推進担当 

 埼玉県比企郡小川町大字中爪１６８１番地の２ 

 ＴＥＬ：０４９３-７２-０４４１  

 ＦＡＸ：０４９３-７３-０２１７ 

 メール：ogawa-ei@soleil.ocn.ne.jp 

mailto:ogawa-ei@soleil.ocn.ne.jp

